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岡 崎 市 

  



公募概要 

 

１ 公募物件 

物件一覧表及び物件調書のとおり 

 

２ 応募資格 

次の要件の全てを満たす者であること。 

(1) 自動販売機による飲料又は食品の販売及び自動販売機の管理を自ら行う法人であること。（岡崎市入

札参加資格者名簿の登録の有無は問いません。） 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項に該当しないこと。 

(3) 市税等の滞納がないこと。 

(4) 「岡崎市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除指導を受けていないこ

と。 

 

なお、既に実施された本市の公共施設における自動販売機設置事業者募集において、設置事業者に決

定しながらその契約期間中に中途解約を行った者は、直近に行われる当該物件の公募には参加できませ

ん。ただし、市が中途解約にやむを得ない理由等があると認める場合は、この限りではありません。 

 

３ 応募条件 

物件調書、仕様書及び目的外使用許可書（案）に記載のとおり。提案者は、必ず事前に現地確認を行い、

施設及び物件調書の条件に関して疑義がある場合は所管課に問い合わせを行ってください。 

 

４ 応募手続 

⑴ 提出書類 

ア 公募参加申込書兼誓約書（１法人につき１枚 別紙様式１） 

イ 見積書（物件ごとに１枚 別紙様式２ ※様式中に記載例がありますのでよくご確認ください。） 

※様式は市ホームページからダウンロード可能です。ア、イを１通の封筒にまとめて提出していただい

て構いません。 

⑵ 受付期間・提出先 

令和８年２月１2 日（木）午後５時 15 分まで 

郵送可（上記日時必着）。直接提出の場合は上記期間中の土・日曜日及び祝日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで受け付けを行います。 

〔宛先：〒４４４－８６０１ 岡崎市十王町二丁目９番地 岡崎市役所行政経営課行政改革係〕 

 

５ 選定候補者の決定 

本市が定めた最低使用料以上の額で、最も高額な年間使用料を見積もった者を選定候補者とします。 

最高の応募価格が２者以上ある場合は、職員によるくじ引きにより選定候補者を決定します。 



応募の結果は令和８年２月１６日（月）に市ホームページで公表します。 

※選定候補者には、個別に結果を連絡します。 

 

６ 見積書提出の無かった物件の取扱い 

見積書提出の無かった物件については原則、先着順にて選定候補者を決定します。 

先着順による申込みは、令和８年２月１７日（火）午前９時から受付を行います。（見積書提出の無かった

物件については、令和８年２月１６日（月）以降、財務部行政経営課に問い合わせてください。） 

先着順による使用許可における使用料の額は、最低使用料とします。 

 
７ 審査 

選定候補者は令和８年３月６日（金）までに次の審査書類を提出してください（郵送可）。審査結果は３月

中旬までに通知します。 

[審査書類] 

名  称 必 要 部 数 

役員名簿（別紙様式３） 
各１部（原本） 

※コピー不可 
会社法人用全部事項証明書（履歴事項証明書は現在事項証明書） 

市税等の完納証明書 ※国税、県税は不要 

・証明書は発行日から３箇月以内のものに限る。 

・市税等の完納証明書について 

市内の者…本市のもの（東庁舎３階納税課で「滞納のない証明」と申請） 

市外の者…所在地等のもの（所在地の役所で「滞納のない証明」と申請） 

※ただし、本市において、下記の市税に該当する税の課税がある場合は本市のものも必要です。 

●市税の種類 

 

 

イ 設置許可 

 

８ 設置 

上記の審査に合格した者のみ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第７項に基づく行

政財産の目的外使用許可を受け、設置を行うことができます。設置日までに行政財産目的外使用許可申

請書（別紙様式４）を提出し、行政財産目的外使用許可書（別紙様式５）の交付を受けてください。 

ただし、物件番号５,６,11，12,13 については、都市公園法第５条第１項に基づく公園施設設置許可によ

り行います。必要な手続及び提出書類等が異なるため、詳細は担当課に問い合わせてください。 

設置にあたっては、事前に日時等を施設管理者と協議し、令和８年４月１日（水）から同月３０日（木）まで

に完了するものとします。（施設の閉館日等は設置できない場合があるため、注意してください。）転倒防

止措置等を取るなど、安全面に十分に配慮してください。 

  

法人市民税  法人の所得に対してかかる法人税に基づいてかかる税 

固定資産税  土地・家屋・償却資産に対してかかる税 

軽自動車税  原動機付自転車やオートバイ、軽自動車、小型特殊自動車などにかかる税 



自動販売機設置仕様書 

 

岡崎市が公募により自動販売機設置事業者（以下「設置者」という。）を選定し行う自動販売機の設置に

ついては、この仕様書に基づいて施行するものとする。 

なお、この仕様書に定めのない事項はすべて地方自治法、地方自治法施行令、都市公園法、岡崎市予

算決算及び会計規則、岡崎市公有財産管理規則、岡崎市税外収入の延滞金に関する条例、岡崎市都市

公園条例及び岡崎市都市公園管理規則の定めるところによって処理するものとする。 

 

1 使用の範囲 

使用の範囲には、回収ボックス（ごみ箱）設置スペースを含むものとする。 

 

2 使用料の納付方法 

使用料の納付は、年度毎に年度額を一括で前納するものとする。 

 

3 費用負担 

(1)自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置者の負担とする。 

(2)光熱水費等の維持管理費は、設置者が負担するものとする。ただし、物件調書等において個別に条

件のあるものについてはこの限りでない。 

 

4 利用上の制限 

(1)販売品目は物件調書に記載のあるものとし、酒類及びタバコの販売は行わないこと。 

(2)自動販売機は、物件ごとに指定されたタイプを設置すること。なお、設置する自動販売機の高さは原

則 2.0ｍ未満とするが、個別に条件のあるものについてはこの限りでない。 

(3)設置機器は、省電力タイプのものを採用すること。 

(4)商品補充、自動販売機維持管理等のための車両は、施設管理者の指定する場所へ駐車すること。 

(5)販売価格は通常市販価格を超えてはならない。 

(6)販売した商品の容器は、設置者の責任で回収すること。また、設置者は容器ごとに分別回収可能な

回収ボックスを設置すること。 

(7)上記以外に別途条件が付されている場合はそれに従うこと。 

 

5 維持管理 

(1)商品補充、容器回収、金銭管理等、自動販売機の維持管理は設置者が行うこと。 

(2)自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、本体に連絡先を明記し、設置者の責任において

対応すること。 

(3)設置者は、季節や商品の販売状況を考慮し、常に利用者ニーズに即した商品の提供ができるよう、

適宜、商品の入れ替えを行うこと。特に賞味期限切れ及び品切れが発生しないよう、十分に注意する

こと。 



(4)商品の具体的な構成及び商品補充・容器回収頻度については、設置者決定後、施設管理者と協議

して決定することとする。ただし、当該施設の良好な運営のため、施設管理者より商品補充・容器回収

の要請があった場合は、設置者は別途対応すること。 

(5)関係法令等の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合には遅延なく

手続きを行うこと。 

(6)節電等、市又は施設管理者が行う各種取り組みに協力すること。 

(7)市からの求めに応じて、自動販売機別の月毎販売個数を報告すること。 

 

6 廃棄物の処理 

(1)使用済容器については、設置者の責任において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年

法律第 137 号）その他関係法令に基づき適正処理を行うこと。 

(2)使用済容器の処理に関する費用は、設置者の負担とする。 

 

7 届出事項 

次の各号のいずれかに該当するときは、設置者は書面により速やかに市に対して届け出ること。 

(1)本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更のあったとき。 

(2)地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。 

(3)本許可に伴い設置される自動販売機の機器変更を行うとき。 

 

8 その他 

(1)各物件の個別に係る条件については、物件調書の内容によるものとする。ただし、調書に図示した

設置場所は目安であるため、実際の設置場所は現地の状況に応じて所管課担当者と協議のうえ決

定するものとする。 

(2)市が、許可の期間中に、当該施設内において、他の自動販売機又は売店等の販売施設の新設を行

った場合であっても、本仕様に基づく許可は当初の条件どおり継続するものとし、使用料の変更は行

わないものとする。 

  



 

物件一覧表 

 

 

 



物件調書  

物件番号 1 

●設置場所図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 市役所本庁舎 

施設内設置場所 福祉会館１階 （屋内） 

所在地 朝日町３丁目２番地 

所管課・連絡先 庁舎車両管理課 連絡先：0564-23-6056 担当：松木 ゆみ 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（4 月～12 月） 

21,207 22,938 16,819 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・ユニバーサル自販機（受け皿付きコイン投入口を備え、低位置にも商品選択ボタンを配置しているもの）としてください。 



物件番号 2 

施設名 豊富学区市民ホーム１階 

施設内設置場所 玄関ホール （屋内） 

所在地 樫山町字山ノ神 10 番地１ 

所管課・連絡先 市民協働推進課 連絡先：0564-23-6661 担当：山本 曜子 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

新規 

 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・令和６年度の施設延べ利用者数は 11,845 人です。 

・正面玄関（下記の設置場所図面上は左側）は、利用者がない場合は施錠されています。その場合、正面裏手にある入口から

入っていただき、事務室にいる職員（岡崎市社会福祉協議会職員）に声をかけていただければ、正面玄関を開錠します。 

●設置場所図面 

 



物件番号 3 

施設名 名鉄矢作橋駅南口駐輪場 

施設内設置場所 出入口付近 （屋外） 

所在地 矢作町字馬乗８番地１ 

所管課・連絡先 防犯交通安全課 連絡先：0564-23-6277 担当：天野 裕太 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和４年度_（4 月～3 月） 令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～８月） 

1,863 1,907 ９４１ 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・令和６年度の売り上げ実績は、8 月分までです。 

●設置場所図面 



物件番号 4 

施設名 図書館交流プラザ１階 

施設内設置場所 文化創造事務室東 （屋内） 

所在地 康生通西４丁目７１番地 

所管課・連絡先 生涯学習課 連絡先：0564-23-3252 担当：加藤 節 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（4 月～12 月） 

15,333 17,053 12,535 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・災害ベンダー機能付き自動販売機にしてください。（鍵を市に提供し、災害時には鍵を開けてフリーベンダー状態となるも

のとしてください。なお、その際に提供された飲料の費用は設置者の負担とします。） 

・Wi-Fi 機能付きの自動販売機を設置していただきます。Wi-Fi の仕様は以下のとおりです。 

１ SSID を「Libra Free Wi-Fi」とすること。 

２ 無料で利用できること。 

３ セキュリティ対策をすること。 

４ 現在利用している「DoSPOT サービス」同様、容易に利用できること。 

５ 工事費はすべて設置者が負担すること。 

６ １階休憩コーナー、２階休憩コーナーで Wi-Fi 利用ができること。（自動販売機より１０ｍ以上利用できること） 

７ 通信費用は設置者が負担すること。 

●設置場所図面 

 



物件番号 5 

施設名 美術博物館 

施設内設置場所 ２階図書コーナー西 （屋内） 

所在地 高隆寺町字峠１番地 

所管課・連絡先 美術博物館 連絡先：0564-28-5001 担当：鈴木 由香里 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和４年度_（4 月～3 月） 令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～３月） 

1,921 4,620 2,367 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・現在改修工事中のため閉館しており、開館は、令和８年７月４日の予定です。設置は令和８年７月４日までにしてください。 

・令和４年度９月から３月まで及び令和６年度９月途中から現在に至るまで、改修工事のため閉館していますので売上実績

にご注意ください。 

・音（商品の落下音、モーター音）が静かな機種を設置してください。 

・当物件は、都市公園法第５条第１項に基づく公園施設設置許可となり、都市公園法、岡崎市都市公園条例及び岡崎市都市

公園管理規則が適用されます。自動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、岡崎市都

市公園条例第 15 条による届出を行うものとします。自動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする日の前２０日まで

に公園施設設置（管理）変更許可手続きを行ってください。 

●設置場所図面 



物件番号 6 

施設名 岡崎墓園 

施設内設置場所 事務所前 

所在地 才栗町字流石５１番地 

所管課・連絡先 保健政策課 連絡先：0564-46-3260 担当：高木 基 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（4 月～12 月） 

2,802 2,691 1,757 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・当物件は、都市公園法第５条第１項に基づく公園施設設置許可となり、都市公園法、岡崎市都市公園条例及び岡崎市都市

公園管理規則が適用されます。自動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、岡崎市都

市公園条例第 15 条による届出を行うものとします。自動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする日の前２０日まで

に公園施設設置（管理）変更許可手続きを行ってください。 

●設置場所図面 

 

 



物件番号 ７ 

施設名 廃棄物再生利用施設(リサイクルプラザ) 

施設内設置場所 管理棟 4 階談話室 （屋内） 

所在地 高隆寺町阿世保５番地 

所管課・連絡先 清掃施設課 連絡先：0564-27-7153 担当：宇佐美 尚子 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和３年度_（4 月～3 月） 令和４年度_（4 月～3 月） 令和５年度_（4 月～3 月） 

4,871 4,989 1,715 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

●設置場所図面 

 



物件番号 ８ 

施設名 農業支援センター 

施設内設置場所 研究棟玄関前 （屋外） 

所在地 東阿知和町字乙カ 116 

所管課・連絡先 農務課 連絡先：0564-46-4490 担当：倉田 知彦 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

平成２５年度_（4 月～3 月） 平成２６年度_（4 月～3 月） 平成２７年度_（4 月～12 月） 

 1,984 1,725 ９６０ 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・災害ベンダー機能付き自動販売機にしてください。（鍵を市に提供し、災害時には鍵を開けてフリーベンダー状態となるも

のとしてください。なお、その際に提供された飲料の費用は設置者の負担とします。） 

・売上実績は、平成 25 年度から平成 27 年度のものです。 

●設置場所図面 

 



物件番号 ９ 

施設名 東岡崎駅都市施設 1 階 

施設内設置場所 仮設バス出札所横 （屋内） 

所在地 明大寺本町４丁目８０ 

所管課・連絡先 まちづくり推進課 連絡先：0564-23-7240 担当：谷川 遥香 

自動販売機のタイプ 飲料(缶・PET ボトル)  台数：１台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 9 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（８月～12 月） 

― ― 5,517 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・災害ベンダー機能付き自動販売機にしてください。（鍵を市に提供し、災害時には鍵を開けてフリーベンダー状態となるも

のとしてください。なお、その際に提供された飲料の費用は設置者の負担とします。） 

・物件番号 9 及び 10 は並びで設置します。 

・設置開始は令和７年７月３０日のため、売上実績の期間については、令和７年８月１日からです。なお、現在は２台の飲料の

自動販売機を設置しており、売上実績は、2 台の合計を記載しています。 

●設置場所図面 

 



物件番号 10 

施設名 東岡崎駅都市施設 1 階 

施設内設置場所 仮設バス出札所横 （屋内） 

所在地 明大寺本町４丁目８０ 

所管課・連絡先 まちづくり推進課 連絡先：0564-23-7240 担当：谷川 遥香 

自動販売機のタイプ 飲料と食品等の複合機(お菓子・栄養補助食品等※） 台数：１台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 9 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（７月～12 月） 

― ― 5,517 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・上記※は、お菓子や固形栄養補助食品などの加熱せずに食用可能な食品とします。 

・物件番号 9 及び 10 は並びで設置します。 

・災害ベンダー機能付き自動販売機にしてください。（鍵を市に提供し、災害時には鍵を開けてフリーベンダー状態となるも

のとしてください。なお、その際に提供された飲料の費用は設置者の負担とします。） 

・設置開始は令和７年７月３０日のため、売上実績の期間については、令和７年８月１日からです。なお、現在は２台の飲料の

自動販売機を設置しており、売上実績は、2 台の合計を記載しています。 

●設置場所図面 

 



物件番号 11 

施設名 梅園公園 

施設内設置場所 トイレ周辺 （屋外） 

所在地 岡崎市稲熊町字６丁目 

所管課・連絡先 公園緑地課 連絡先：0564-23-7406 担当：豊田 将大 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（９月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（4 月～12 月） 

1,283 2,312 2,336 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・当物件は、都市公園法第５条第１項に基づく公園施設設置許可となり、都市公園法、岡崎市都市公園条例及び岡崎市都市

公園管理規則が適用されます。自動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、岡崎市都

市公園条例第 15 条による届出を行うものとします。自動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする日の前２０日まで

に公園施設設置（管理）変更許可手続きを行ってください。 

・売上実績の期間については、令和５年度は、９月 14 日からです。 

●設置場所図面 

 



物件番号 １２ 

施設名 みどり公園 

施設内設置場所 トイレ周辺 （屋外） 

所在地 岡崎市緑丘２丁目１８ 

所管課・連絡先 公園緑地課 連絡先：0564-23-7406 担当：豊田 将大 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（９月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（4 月～12 月） 

1,201 2,109 1,840 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・当物件は、都市公園法第５条第１項に基づく公園施設設置許可となり、都市公園法、岡崎市都市公園条例及び岡崎市都市

公園管理規則が適用されます。自動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、岡崎市都

市公園条例第 15 条による届出を行うものとします。自動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする日の前２０日まで

に公園施設設置（管理）変更許可手続きを行ってください。 

・売上実績の期間については、令和５年度は、９月 14 日からです。 

●設置場所図面 

 



物件番号 １３ 

施設名 戸崎公園 

施設内設置場所 トイレ周辺 （屋外） 

所在地 岡崎市戸崎町字牛転 

所管課・連絡先 公園緑地課 連絡先：0564-23-7406 担当：豊田 将大 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（９月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（4 月～12 月） 

1,698 4,461 3,407 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・当物件は、都市公園法第５条第１項に基づく公園施設設置許可となり、都市公園法、岡崎市都市公園条例及び岡崎市都市

公園管理規則が適用されます。自動販売機設置が完了した時、撤去する時及び都市公園を原状に回復した時等、岡崎市都

市公園条例第 15 条による届出を行うものとします。自動販売機を変更する時は、原則、変更しようとする日の前２０日まで

に公園施設設置（管理）変更許可手続きを行ってください。 

・売上実績の期間については、令和５年度は、９月 14 日からです。 

●設置場所図面 



物件番号 １４ 

施設名 市営住宅和志山荘 

施設内設置場所 児童遊園西 （屋外） 

所在地 西本郷町字和志山 75 番地 

所管課・連絡先 市営住宅課 連絡先：0564-23-6322 担当：酒井 結花 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 8,760 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～3 月） 令和７年度_（4 月～12 月） 

2,119 1,987 1,643 

その他条件、特記事項等 

・自動販売機は省エネタイプとし、年間消費電力量が 600Kwh 以下のものとしてください。 

・使用料のほかに別途、電気代の費用弁償として、年額 24,000 円を自治会等へ直接支払うものとします。但し電気料金の

急激な変動があった場合は翌年度以降の金額について協議させて頂く場合があります。毎年度５月末日までに年額の一括

前支払いを原則としますが、自治会等の合意があれば変更できます。 

（補足）自動販売機の電気代は、市営住宅の自治会等が共用部の電気契約に上乗せして電力会社に支払いますので、自動販

売機設置事業者は自治会等に上記金額を費用弁償相当額としてお支払いください。 

●設置場所図面 

 

 



物件番号 １５ 

施設名 中消防署本署 

施設内設置場所 １階玄関ホール 

所在地 朝日町３丁目４番地 

所管課・連絡先 消防本部総務課 連絡先：0564-21-9836 担当：山本 泰之 

自動販売機のタイプ パン・お菓子 数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

新規 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

・パン、お菓子以外に、カロリーメイト、ブルボンプチメイトを希望します。 

●設置場所図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



物件番号 １６ 

施設名 中消防署花園出張所 

施設内設置場所 １階廊下 （屋内） 

所在地 仁木町字川越 254 番地 

所管課・連絡先 消防本部総務課 連絡先：0564-21-9836 担当：山本 泰之 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和４年度_（4 月～3 月） 令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～12 月） 

 1,313 1,160 ５１８ 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

●設置場所図面 

 



 

物件番号 １７ 

施設名 東消防署形埜出張所 

施設内設置場所 １階食堂 （屋内） 

所在地 鍛埜町字中切 22 番地６ 

所管課・連絡先 消防本部総務課 連絡先：0564-21-9836 担当：山本 泰之 

自動販売機のタイプ 飲料（缶・PET ボトル） 台数：1 台 

最低使用料（年額） 67,680 円（税込） 

使用期間 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 11 年 3 月 31 日 

売上実績 

（本 or 杯 or 個） 

令和４年度_（4 月～3 月） 令和５年度_（4 月～3 月） 令和６年度_（4 月～12 月） 

1,626  1,746 1,060 

その他条件、特記事項等 

・光熱水費は使用料に含むものとし、別途徴収は行いません。 

●設置場所図面 

 



【参考】関係法令等抜粋 

 

地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日 法律第 67 号） 

 

（行政財産の管理及び処分）  

第二百三十八条の四 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 

 

岡崎市税外収入の延滞金に関する条例（昭和 45 年 3 月 30 日 条例第 10 号） 

 

(延滞金の徴収) 

第 3 条 市長又は水道事業及び下水道事業管理者は、税外収入について、法第 231 条の 3 第 1 項の規

定により督促状を発した場合においては、延滞金を徴収するものとする。 

 

(延滞金の額) 

第 4 条 税外収入に係る延滞金の額は、当該税外収入の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、年 7.3 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 

2 前項の規定により計算した延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 1,000 円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

 

都市公園法（昭和 31 年 4 月 20 日 法律第 79 号） 

 

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等) 

第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市

公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつ

ては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければ

ならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 

(都市公園の占用の許可) 

第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする

ときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は

施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した

申請書を公園管理者に提出しなければならない。 

 

 

 



岡崎市都市公園条例（昭和 32 年 4 月 1 日 条例第 7 号） 

 

(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項) 

第 8 条 法第 5 条第 1 項の規定により公園施設を設けようとする場合において、市長に提出する申請書

に記載する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 設置の目的 

(2) 設置の期間 

(3) 設置の場所 

(4) 公園施設の構造 

(5) 公園施設の外観 

(6) 公園施設の管理の方法 

(7) 工事の実施方法 

(8) 工事の着手及び完了の時期 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

3 法第 5 条第 1 項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合において、市長に提出する申

請書に記載する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 変更する事項 

(2) 変更する理由 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

(使用料の納付) 

第 10 条 法第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項若しくは第 3 項若しくは第 3 条第 1 項若しくは第 3 項の許可

を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、都市公園使用料(以下

「使用料」という。)を納めなければならない。 

3 公園施設を設ける場合及び都市公園を占用する場合で、その許可を受けた期間が 1 月に満たないとき、

又は駐車場その他の施設を占用するときの基本使用料の額は、前項の規定により計算した額に 100 分

の 110 を乗じて得た額(その額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 

 

(使用料の徴収方法) 

第 11 条 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。 

 

(使用料の不還付) 

第 12 条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が自己の責めに帰することができない理由によつ

て都市公園における第 3 条第 1 項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用

又は有料公園施設の利用ができなくなつた場合その他正当の理由があると市長が認める場合は、使用

料の全部又は一部を還付することができる。 

 

 



(届出) 

第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に

届け出なければならない。 

(1) 法第 5 条第 1 項又は第 6 条第 1 項若しくは第 3 項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市

公園の占用に関する工事を完了したとき。 

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。 

(3) 第 1 号に掲げる者が、法第 10 条第 1 項の規定により都市公園を原状に回復したとき。 

(4) 法第 27 条第 1 項又は第 2 項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了

したとき。 

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したと

き。 

 

岡崎市都市公園管理規則（昭和 37 年 4 月 1 日 規則第 11 号） 

 

(公園施設の設置又は管理の許可申請) 

第 9 条 条例第 8 条第 1 項の申請書は、公園施設を設け、若しくは管理し、又は許可を受けた事項を変更

しようとする日の前 20 日までに市長に提出しなければならない。ただし、都市公園の管理上支障がない

と市長が認めるときは、この限りでない。 

2 前項の申請書は、正副 2 通を提出しなければならない。 

 

(都市公園の占用の許可申請) 

第 10 条 前条の規定は、都市公園法第 6 条第 2 項の申請書の提出について準用する。 

 

(使用料の徴収) 

第 13 条 使用料は、次に掲げる場合を除き、前納しなければならない。 

(1) 条例別表第 2 の岡崎公園駐車場の普通利用の規定の適用を受ける場合(第 7 条の 2 第 1 項本文

に規定する場合を除く。) 

(2) 市長又は指定管理者が後納させることを適当と認めた場合 

 

 

 

【問合せ・郵送先】 

〒４４４－８６０１  岡崎市十王町二丁目９番地 

 財務部行政経営課行政改革係 

TEL（０５６４）２３－６５０２ FAX（０５６４）２３－６５４８ 

岡崎市ホームページ http://www.city.okazaki.lg.jp/ 

Ｅメール gyosei@city.okazaki.lg.jp 

http://www.city.okazaki.lg.jp/
mailto:gyosei@city.okazaki.lg.jp

